
ダイオキシン類対策特別措置法及び関係法令（抜粋） 

○ダイオキシン類対策特別措置法 
（平成十一年七月十六日法律第百五号） 

第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置  

（対策地域の指定）  

第二十九条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の

汚染の状況が第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該

地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定

める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域（以下「対策地域」という。）

として指定することができる。  

 

２  環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会

の意見を聴かなければならない。  

 

３  都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条 の規定に

より置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならな

い。  

 

４  都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところによ

り、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければ

ならない。  

 

５  市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当する

ものを、対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。  

 

（対策地域の区域の変更等）  

第三十条  都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じた

ときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。  

 

２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域

の指定の解除について準用する。 

  

（ダイオキシン類土壌汚染対策計画）  

第三十一条  都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌

汚染対策計画（以下「対策計画」という。）を定めなければならない。  

 

２  対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。  

一  対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に

掲げる事項のうち必要なものに関する事項  

イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項 

ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に

係る被害が生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項 

 



二  ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に関する事項  

 

３  都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くととも

に、公聴会を開き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。  

 

４  都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得

なければならない。  

 

５  環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければな

らない。  

 

６  都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、

関係市町村長に通知しなければならない。  

 

７  対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法 （昭和四十五年法律第

百三十三号）の規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の

汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。  

（対策計画の変更）  

 

第三十二条  都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある

土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計

画を変更することができる。  

 

２  前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更（環境省令で定

める軽微な変更を除く。）について準用する。  

 

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令 

（平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号） 

 

（対策地域の指定要件）  

第五条  法第二十九条第一項 の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域（工場

又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立

ち入ることができないものを除く。）であることとする。 

  

（対策計画の内容）  

第六条  法第三十一条第一項 に規定する対策計画においては、同条第二項第一号 イ又はロ

に規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当

該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号 イ及びロに規定する事業以外の

措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を

明らかにして定めるものとする。  

 

 

 
 



○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 

（平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号） 

 
（ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等） 

第十五条  法第二十九条第四項 （法第三十条第二項 において準用する場合を含む。）の

規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域（以下この条において「対策地域」と

いう。）を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区

域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。  

一  市町村、大字、字、小字及び地番  

二  一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向  

三  平面図  

 

２  法第二十九条第四項 （法第三十条第二項 において準用する場合を含む。）の規定によ

る報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示し

た図面を添えてするものとする。  

一  対策地域の区域  

二  対策地域の面積  

三  対策地域を指定した年月日  

 




